
ユニットプライス型積算

昨年１２月，国土交通省の実施する舗装工事を対象に始まったユ

ニットプライス型積算方式の試行が１年を経過した。平成１６年度

８件，平成１７年度４３件の工事で試行が行われ，いよいよ平成１８年

度から舗装工事の全数を対象に試行の拡大が行われる。また，築

堤・護岸工事および道路改良工事についても平成１８年１月から国

土交通省の実施する一部の工事で試行が始まっている。

このような，着々と進む国土交通省のユニットプライス型積算

方式への移行の動きを受け，全国の地方自治体もその関心を高

め，平成１７年１０月には，国土交通省と代表県との意見交換会が発

足するなど，その動きは横への広がりをはじめている。

今回の特集は，ユニットプライス型積算方式の施行状況など最

新の動向を読者にお伝えすることを目的にし，発注者だけではな

く，受注者の意見も交えてその効果や課題について迫ってみた

い。



１． はじめに

国土交通省では，公共工事の予定価格算定に用

いている現行の「積み上げ方式」から歩掛を用い

ない「ユニットプライス型積算方式」への転換に

向けて，平成１６年度から直轄の新設の舗装工事を

対象にユニットプライス型積算方式の試行を実施

しています。

このたび，平成１７年１２月末を一つの区切りとし

て，試行工事の発注者および受注者にアンケート

を実施し，その結果をとりまとめました。

また，道路改良，築堤・護岸についても試行を

開始したところです。

本稿では，試行の状況，今後の進め方等につい

て紹介します。

２． ユニットプライス型積算方式の概要

ユニットプライス型積算方式は，現在取り組ん

でいる，公共事業のすべてのプロセスをコストの

観点から見直す『コスト構造改革』の取り組みの

一つである『「積み上げ方式」から歩掛を用いな

い「施工単価方式」への積算体系の転換に向けた

取り組み』であり，発注者がユニットプライス

（受注者と発注者が請負代金の総額を構成する基

本区分であるユニット区分ごとに合意した単価か

ら設定された施工単価）を用いて積算を行う方式

です。

本施策による効果

本施策の導入により，以下の効果等が期待され

ます。

! 説明性・透明性の向上

予定価格に近い価格で落札されるのは談合の結

果ではないか？ 予定価格が高いのではないか

（適正な価格として設定されているのか）？ 等の

疑問の声もありますが，予定価格を算出するため

の各種単価等は，実勢の取引価格を反映するため

に各種の実態調査を行って，標準的な値（平均値

あるいは最頻値）を採用しています。

なお，各社が施工（納入）可能な価格は標準的

な値を挟んで正規分布しており，標準的な値より

も安い価格で施工（納入）可能な業者もいれば，

高い価格でないと施工（納入）できない業者もい

る結果となっています。

このように，「予定価格が取引の実例を基に標

準的な価格として定められている。」のは事実で

すが，資材等を購入しない発注者が積算のパーツ

である資材等の市場の取引価格を調査する手法と

しては，元請業者や下請業者へのヒヤリングによ

り取引価格を調査する以外になく，調査結果の説

明性に限界があることを拭うことはできない状況
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にあることも事実です。

このため，取引の当事者である発注者と請負業

者との協議の結果得られる合意単価を利用するこ

とにより，説明性の向上を図るものです。

また，各種の実態調査における標準的な値の決

定についてはサンプル調査を行うことになります

が，サンプルの抽出においていかにバランス良く

抽出するかが重要となりますが，ユニットプライ

ス型積算方式では，契約に至ったすべての直轄工

事の実績データが漏れなく自動的に集まることに

なるため，この点においても説明性の向上に資す

るものと考えられます。

! 民間活力（創意工夫）の導入促進

現在の公共工事の発注は，工事目的物の形状，

材料規格，施工法等を細かく規定し，そのとおり

に施工することを受注者に求めており，規定して

いない施工方法等の任意の部分についても，土木

工事標準積算基準書等に施工プロセスが記載され

ているため，このとおりに施工される場合が多い

状況となっています。

ユニットプライス型積算方式では，発注者は積

算に当たり想定した施工のプロセスを示さないた

め，受注者の技術力の活用や新工法の採用といっ

た創意工夫の意欲が向上します。

これにより，受注者の技術力の活用や新技術の

採用が図られ，長期的にみるとコストの低減に寄

与することになると考えられます。

" 契約上の協議が円滑化

これまで，契約図書における条件明示の向上に

関する通達を発出することにより条件明示の改善

を図ってきましたが，土木工事は一定の条件下で

生産される工場製品と異なり，個々の工事現場ご

とに施工条件が大きく異なり，条件明示について

は各積算担当者の技量に負うところがあります。

当初契約時に的確に条件明示がなされていれ

ば，現場の施工条件と契約上の施工条件の違いが

明確となり，円滑な設計変更が行われることにな

ります。

ユニットプライス方式は，価格の変動要因をプ

ライスの条件項目として自動的に明示するシステ

ムであることから，積算担当者の技量に負うとこ

ろが少なく，的確な条件明示に資することになり

ます。

さらに，総価契約単価合意方式を採用すること

から，施工量が増減した場合に自ずと契約変更額

が決定するなど契約変更の協議も従来よりも円滑

になるものと考えています。

# 工事目的物と価格の明確化

ある工事目的物を施工するのに必要な諸経費

（数量の増減に比例して増減する諸経費）をその

工事目的物のユニットプライスに包含したため，

受注者のコスト管理や受発注者の途中段階での出

来高の把握に際し，直接工事費を求めた上で諸経

費を算出して合算する等の手間が必要でないた

め，工事目的物と価格の関係が明確になります。

さらに，ユニットプライス型積算方式は，諸外

国の積算手法としては一般的な積算手法であり，

積算単位と支払い単位が同一のため，諸外国で行

われている出来高に応じた支払いも容易となりま

す。

なお，ユニットの括りもアメリカと比べほぼ同

じ工種規模となっています。

また，積算は取引の実績に基づいて行われ，工

事の受注者はより効率的な施工を実施し，その結

果がまた次の積算に用いられるという循環するシ

ステムとなっているため，一部行われているとい

われている元請業者が下請業者に対して優位な立

場を利用しての指し値等の適切でない取引実績も

次の積算に用いられる可能性もあります（それを

含めた取引全体が実績の取引であるという考え方

もあります）。

一部の不適切な取引は，当該工事においては元

請企業に利益をもたらすことになりますが，長期

的な視野に立てば，自らの企業経営を圧迫する結

果となるのも事実です。

この悪い循環を断ち切ることを積算で行うこと

は難しいですが，工事目的物と価格の明確化によ

り，公表する単価合意書が元請業者と下請業者の

契約における交渉の材料として用いられるなど，

少しでも，悪い循環の改善に役立つことを望んで
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います。

さらに，過度な低価格による受注は，元請業者

から下請業者へのしわ寄せに繋がることも大いに

考えられますが，元請業者と下請業者の適正な取

引が下支えとなり，いわゆるダンピング受注の抑

止にも繋がるのではないかと期待するものです。

% 積算業務の効率化

現行の積上げ積算方式では，下位の単価表から

積み上げていく必要があり，設計内訳書に下位の

単価表がぶら下がる形となっており，多大な労力

を要して積算を実施していますが，ユニットプラ

イス型積算方式では，データベースから当該設計

書のプライス条件区分に見合ったユニットプライ

スを選定するだけであり，単価表を作成する必要

がなくなります。

また，資材価格調査，労務費調査等の膨大な労

力，時間を掛けて行っている調査が積算のために

は不要となり，ユニットプライスの妥当性を確保

する観点で施工方法の変化や使用材料の変化を把

握するための施工形態動向調査や積算に用いる以

外の各調査の目的に応じた調査頻度，規模に縮小

することが可能となると考えられます。

以上のように，ユニットプライス型積算方式の

導入は，積算の説明性の向上の他に，契約の際の

条件明示の徹底や完成形のみを規定し想定した工

法を示さないなど，システムとして創意工夫，技

術力の発揮を促すものであると考えられます。

３． 舗装工事の試行状況

国土交通省では，平成１６年度から直轄の新設の

舗装工事を対象にユニットプライス型積算方式の

試行を実施しており，１２月末までに３７件の契約が

完了し，そのうち３５件で単価合意の手続きが完了

しました。さらに，そのうち１０件の工事について

は，１２月までに竣工している状況です。

このたび，単価合意を行うまでのプロセスのフ

ォローアップ調査（３５件を対象）と単価合意から

設計変更までのプロセスのフォローアップ調査

（１０件を対象）として，受発注者にアンケートを

実施し，その結果をとりまとめました。

! フォローアップ結果概要

受注者への中間フォローアップ調査の結果か

ら，ユニットプライス型積算方式の入札から単価

協議・合意のプロセスまでの制度については，特

段の課題は見あたらず，下記の状況であることが

分かりました。

! 積算作業について

・発注者が予定価格の設定のために行う積算作業

については，ユニットプライスによる単価設定

がされている場合，１次単価表の作成が不要

で，入力条件数も減少し，照査する項目も減少

することから積算の効率化が図られていること

が分かりました。

" 受注者の入札価格の決定（当初積算（見積

り））について

・当該工事の概略の把握について，約６０％が把握

しやすくなったあるいは変わらないとの回答で

した。

・入札時に工事費内訳書の提出もあるため，ユニ

ットプライス型積算基準を参考に，ユニット区

分に合わせて見積り（元積り）を実施するよう

になってきており，ユニットプライス型積算方

式が浸透してきています。一方，諸経費部分の

取扱が変わり不慣れなため，見積り（元積り）

に手間がかかるとの意見もありました。

# 当初単価協議・合意について

・単価協議・合意の負担については，約５０％が負

担に感じていたが，全業者の約８０％において，

単価協議・合意においては，大きな問題はない

と考えており，単価合意に対しても満足してい

るとの結果であり，今後，本制度に習熟すれば

問題ないと考えられる結果でした。

$ 設計変更について

・施工量が増減した場合は，合意単価を用いて契

約変更額が決定されるため，積算（見積）や変

更協議がスムーズになったとの意見が多数でし

た。
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アンケートの結果概要
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・ユニットプライス規定集に記載のある工種につ

いては，条件明示は改善されたとの回答でし

た。

" 民間活力（創意工夫）の導入促進

・企業努力（施工の合理化，新技術・新工法の導

入等）の意欲は，現行に比べやや増すと思われ

るとの意見がありました。

# 分析結果概要

平成１６年度の試行工事のうち，条件を満足する

７工事について，官積算との比較等を実施した結

果，下記の状況であることが類推されました。

! 官積算と合意単価の比較

・官積算に対して合意単価の計である落札金額は

９７．４％であり，積算方式の変更に伴う落札率へ

の影響は見られませんでした。

・また，現行の積み上げ積算において一般管理費

等は総価に対する１０％程度を占めているが，一

般管理費等が７０％程度となっていることから，

試行結果の分析! ◆積算金額に対する合意金額の比率（７工事集計）

試行結果の分析" ◆合意単価／積算単価の比率が２０％を超えたユニットの理由
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落札差分の３％が一般管理費等の削減で生み出

されていると類推されました。

! 合意単価が官単価と２０％乖離した工種の理由

・請負者により，得意不得意（安くできるあるい

は高くなってしまう）工種があり，官積算に対

して合意単価が２０％以上乖離した主な理由とし

ては，「施工方法を工夫する」「安価材料を使用

する」「下請業者に特別な理由があった」等で

した。

" 各ユニットの合意単価と発注者のユニットプ

ライスとの乖離

・合意単価の分布は，発注者が積算に用いたユニ

ットプライスの前後５％に集中した結果となり

ました。

・また，一般的に下請に出される専門分野のユニ

ットについては，元請が自ら施工するユニット

よりも外側に分布する結果となりました（これ

については，注意深く監視する必要性があると

考えています）。

４． 道路改良，築堤・護岸の試行に
ついて

平成１６年度の試行は，新設の舗装工事を対象

に，机上の検討では想定できない制度の課題を抽

出・修正することを目的に実施し，平成１７年度の

試行は制度の浸透，ユニットプライス型積算方式

の習熟の観点から，試行件数を拡大して，各地方

出先事務所１件を目安に試行を実施しました。

なお，舗装工事については，試行結果のフォロ

ーアップと並行して，舗装工事の全工事について

試行件数を拡大しています。

一方，道路改良，築堤・護岸工事への適用につ

いて，課題を抽出・修正することを目的に試行工

種を拡大しており，平成１７年度末から１８年度当初

の試行については，各地整各１件を目安として，

慎重に試行に取り組んでいます。

試行結果の分析! ◆積算金額に対する合意金額の比率（７工事集計）
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５． 今後の進め方

ユニットプライス型積算方式の導入工種が増え

るほど，現在行っている各種の実態調査の簡素化

が図られることになるため，試行工種の拡大が望

まれるところですが，３工種の試行結果を踏まえ

慎重に検討していくこととしています。

また，国土交通省においては，ユニットプライ

ス型積算方式を導入した工種については，標準歩

掛等のメンテナンスを行わないこととしていま

す。

このため，国土交通省の積算基準を参考にして

いる地方自治体においてユニットプライス型積算

方式への関心が高まっており，国土交通省として

も本積算方式の理解を高め，地方自治体に同方式

を導入した場合の課題について検討していただく

ため，『ユニットプライス型積算方式の地方自治

体への導入研究会（仮称）』を設置し，積極的に

情報支援を行い，抽出された課題について検討を

行っています。

なお，導入研究会に参加していない他の地方自

治体へも研究会における検討について情報提供を

行っています。

６． おわりに

これまでの積上げ積算方式は，資機材・労働者

を発注者自らが調達し施工する明治時代からの直

営方式における積算の考え方であり，発注者が自

ら施工する場合においては妥当な積算手法である

と考えられますが，現在の請負契約の基では発注

者は自ら施工を行うのではなく受注者に資機材・

労働者の調達や施工が委ねられているため，それ

にかなった工事目的物を受領する立場の積算手法

の方が理にかなっていると考えられます。

さらに，現行の積み上げ積算においては，発注

者が積算に用いている単価が，世の中のあまたの

取引の中で最も標準的な単価であるとの考え方の

上に成り立っているものですが，実際の市場にお

ける資材等の取引価格は工事現場と資材メーカー

との距離，取引形態（現金や手形による支払い），

長年の取引実績等により幅があること，調査に限

界があること，さらに受注者の保有資機材の状況

や工事現場と資材置き場からの距離や技術力の差

により各受注者が施工可能な価格は異なるもので

す。

ユニットプライス型積算方式における基本的な

考え方は，ある工事の契約における取引の実績に

基づく各単価としては，当該工事の受注者の提示

する価格が最も妥当であるとの考えに基づいてお

り，合意単価を設計変更に用いることや直轄のす

べてのデータを自動的に網羅することと合わせ，

今まで以上に実績に基づいた標準的な予定価格を

算定することに寄与するものと考えています。

また，国の予算制度が４月から３月までの単年

度予算が基本となっており，４月から入札契約の

手続きに入ったとしても手続きに通常２～３カ月

を要するため，工事工程上，年度末に設計変更を

実施する工事が集中しており，十分に変更協議に

時間をかけることが難しい状況となっています。

ユニットプライス型積算方式の導入により積算

作業が効率化するため，従来の設計変更の頻度よ

りも密に設計変更を実施することが可能となり，

新規の工種が生じた場合等に年度途中の設計変更

を行っておけば，年度末の変更協議の円滑化が図

られるとともに年度末の設計変更の積算業務の軽

減化が図られ，積算業務の平準化が実現すること

となりますので，できるだけ設計変更を実施して

いただきたいと考えています。

ユニットプライス型積算 特集
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１． 工事概要

・工 事 名 環状２号線舗装工事

・路 線 名 都道環状２号線

・工事場所 東京都江東区有明２丁目地内

・工 期 （当初）平成１７年２月１７日～

平成１８年１月２２日

（変更）平成１７年２月１７日～

平成１８年３月３１日

・発 注 者 国土交通省 関東地方整備局

川崎国道事務所

・請 負 者 鹿島道路株式会社 横浜支店

２． 工事内容（当初）

・道路土工 １式（掘削工６８０m3・路体盛土工

３，７２０m3）

・舗 装 工 １式（車道アスファルト舗装６，０５０

m2・橋面グースアスファルト３，７５０

m2・歩道ブロック舗装４，０００m2・車

道舗装打換２，３８０m2）

・排水構造物工 １式（側溝工６８３m・管渠工３０

m・集水桝工３２カ所）

・道路付属物施設工 １式（区画線工３，８１０m・

縁石工６９２m・分離帯工６４４m 他）

ユニットプライス
試行工事の事例

鹿島道路株式会社横浜支店環状２号線舗装工事
すず き しゅう じ

現場代理人 鈴木 修二

橋面部着手前 土工部着手前

特集 ユニットプライス型積算

１４ 建設マネジメント技術 2006年 4月号



東京フェリー東京フェリー�
ターミナルのりばターミナルのりば�

東京東京�
ビッグサイトビッグサイト�

しののめしののめ�

有明�

あおみ�

ゆりかもめゆりかもめ�
しばうらふとうしばうらふとう�

テレコムセンターテレコムセンター�

だいばだいば�

おだいばおだいば�
かいひんこうえんかいひんこうえん�

こくさいこくさい�
てんじじょうてんじじょう�

東雲
運河
�

こ
く
さ
い
て
ん
じ
じ
ょ
う

こ
く
さ
い
て
ん
じ
じ
ょ
う�

せ
い
も
ん

せ
い
も
ん�

台場出入口�

品川埠頭入口�

芝浦JCT

若潮橋�

有明出入口�

港区�

豊洲� 東
雲�

東京湾�

首都高速台場線�

レインボーブリッジ�

東京
臨海
高速
鉄道

東京
臨海
高速
鉄道
�

東京
臨海
高速
鉄道
�

首
都
高
速
湾
岸
線
�

芝浦�
出入口�

東京国際埠頭東京国際埠頭�

三和青海事業所三和青海事業所�
船
の
科
学
館

船
の
科
学
館�

東京フェリー�
ターミナルのりば�

東京�
ビッグサイト�

しののめ�
ゆりかもめ�

＊首都高速の出入口は＊首都高速の出入口は�
　一部省略してあります　一部省略してあります�
＊首都高速の出入口は�
　一部省略してあります�

しばうらふとう�

テレコムセンター�

ふねのふねの�
かがくかんかがくかん�

ふねの�
かがくかん�

だいば�
とうきょうとうきょう�
テレポートテレポート�
とうきょう�
テレポート�

おだいば�
かいひんこうえん�

こくさい�
てんじじょう�

こ
く
さ
い
て
ん
じ
じ
ょ
う�

せ
い
も
ん�

東京国際埠頭�

三和青海事業所�

工事位置図�

船
の
科
学
館�

品
川
ふ
頭�

有
明
Ｊ
Ｃ
Ｔ�

１
３
号
地
出
入
口�

ありあけありあけ�ありあけ�

工事場所�

・防護柵工 １式（ガードレール７０３m・歩道用

防護柵３８４m・橋梁用防護柵１８７m・

転落防止柵１８６m）

・撤 去 工 １式

３． ユニット単価作成にあたり

工事の総価は各工種の構成要素ごとに直接工事

費を積み上げ，また，間接費および現場経費につ

いても直接工事費と同様に積み上げにて積算し，

これらの和に一般管理費を加えた価格で算出して

います。

従いまして，落札後にユニット請負代金内訳書

を作成する際のユニット単価作成にあたり，各工

種の直接工事費に共通仮設費および現場経費を振

り分ける際，初めてで慣れないこともあり，若干

苦労致しました。

４． ユニット単価合意に至る経過

単価協議・合意において，一部の工種に開きが

ありましたが，国土交通省と単価設定理由のヒア

リングが行われ，従前通り作成していた根拠を提

示し，説明をして合意が得られました。

この作成においてもかなりスムーズに行われ，

単価協議・合意に関して大きな問題は生じません

でした。

５． 契約変更について

１） 施工量が増減した場合は，合意単価を聞いて

契約変更額が決定されるため，積算や変更協議

がスムーズになり，また現場管理もやりやすく

ユニットプライス型積算 特集
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標準横断図�

なりました。

２） ユニットプライス規定集に記載のある工種に

ついては，条件明示は改善されていたと思いま

す。

３） 新工種の追加において，ユニットプライス規

定集に記載のある項目は，変更後の単価協議・

合意を実施するための作業量が増大しました。

現在実施中です。

６． 全体を通じて

１） 単価協議・合意を実施することで，双方の考

え方のすり合わせができ，契約変更時の数量増

減部分では，金額の算定・決定が円滑になりま

した。

単価合意により価格が明確化され，原価管理・

施工管理が大変やりやすくなりました。

２） 施工者側において，企業努力（施工の合理

化，新技術，新工法の導入等）の意欲がさらに

上がりました。

今回の路床・路盤・舗装工に関しまして，当

社の３D―MC（３次元マシンコントロールシス

テム）およびソニックアベレージングシステム

を採用し，品質・施工管理・安全管理において

も効果を発揮できました。

７． 終わりに

ユニットプライス型積算方式において，これま

で大きな問題もなく，不明な点は監督官および国

道事務所とよく打ち合わせを行っていて，順調に

推移しています。合意単価により，工事目的と価

格との関係が明確になり，工事コスト管理も容易

で，施工管理・品質管理・安全管理の向上にもつ

ながったと思います。

今後とも発注者側，受注者側においても効果が

さらに発揮されるよう希望します。

特集 ユニットプライス型積算
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